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第　　号
年　　月　　日
様
富岡町議会議長　　　　　　　　印
年　　月　　日付けで請求のありました公文書の開示については、富岡町議会情報公開条例第９条第１項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することに決定したので、同条第２項の規定により通知します。
	公文書の件名
	

	公文書の開示の日時
	年　　月　　日（　曜日）　　時　　分から

	公文書の開示の場所
	

	公文書の開示しない部分
	

	上記の部分を開示しない理由
	条例第6条第　　号に該当するため
（理由）

	備考
	


注　１　この決定について不服があるときは、行政不服審査法第２条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、富岡町議会議長に対して審査請求をすることができます。
２　公文書の開示を受ける際は、この通知書を議会事務局職員に提示してください。
３　公文書の開示を受ける際は、議会事務局職員の指示に従ってください。
４　指定された公文書の開示の日時の変更を希望するときは、あらかじめその旨を電話等で議会事務局に連絡してください。
